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■11月22日は着物で栃木を街歩き
　「着物の似合う街とちぎ」をアピールすることを目的に、「小江戸とちぎきものの日」を開催します。
今回は和小物マルシェや市内各店舗での特典など素敵な内容です。
江戸情緒漂うとちぎを着物で街歩きしてみませんか。
日時　令和２年 11月 22日 ( 日 ) 午前 10時～ 15時（受付時間９時 30分～ 12時）
場所　蔵の街大通り周辺および嘉右衛門町伝統的建造物群保存地区（受付会場　とちぎ山車会館前広場）
内容　参加特典　１．蔵の街遊覧船無料乗船　２．食事・買い物・入館無料等
　　　受付をした後は自由に蔵の街散策。協賛店等での各種特典をはじめ、
　　　マルシェやおすすめ撮影スポットでの写真撮影などをお楽しみいただけます。
費用　無料
問合先　小江戸とちぎきものの日実行委員会（観光振興課）　☎ (21) ２３７４

れるとの考え方。だから、田んぼは「食糧を生産するだ
けでなく、魚や昆虫の住みか、野鳥のえさ場でもある」。
私も元々、田に生き物がいるのが楽しみで農法を工夫。
改めて「人にやさしい米作りは、生き物にもやさしい」
のだと気づきました。ここはカエルやドジョウがいて、
巣が近いコウノトリも時にやって来ます。
　共生を目指す米作りは、全国で健康志向のブランド米と
して地域振興のけん引役です。「コウノトリ育むお米」（兵
庫県豊岡市）、「朱

と き
鷺と暮らす郷づくり認証米」（佐渡島）。

私も試行錯誤を重ねながら、仲間の輪を広げたいですね。
ここの生活は、遊水地と共にあります。昨年の台風

１９号では洪水をためて一帯の被害を軽減。ヨシ焼きは
春の風物詩。休日は写真撮影
を楽しむ（写真下）場です。
「ＮＩＰＰＡ米」：ホームペー
ジを同名で検索。問い合わせ
はメールを希望。

　今年も、稲穂がたわわに実りました。８月末、遊水地
に近い藤岡町新

にっぱ
波地区。私、田中潔は、４００年近く続

く農家の１７代目です。１０年前にＵターンして継ぎ、
耕作地のうち３㌶で農薬や化学肥料を使わない米作りを
しています。有機ＪＡＳ認証も取得。記事が載る頃には、
「ＮＩＰＰＡ米」として出荷されます。
　東京で長くカメラマンの仕事をしました。なので、米
作りでも「写真の撮影のように、自分の名前で仕事がし
たい」。結論が有機農法への挑戦でした。「コーヒーやワ
インでは、生産された畑や農園単位でも評価される」。
そんな憧れから、ふる里の名前を銘柄にしました。
　「これだっ」。遊水地がラムサール条約湿地に登録され
たのは２年後。生態系は、周辺も含めた地域全体で保た
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（募集）写真の裏に赤ちゃんの名前（ふりがな）・生年月日・住所・
電話番号・保護者名を記入のうえ〒 328-8686 栃木市役所シ
ティプロモーション課へ（締切当日必着）。写真は返却しません。
（締め切り）令和２年 1月生まれ 11月 11 日（水）、令和２年
2月生まれ12月4日（金）※封筒に差出人住所を明記ください。
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■感染防止対策PRポスターを作成しました
　栃木市では、事業者の感染防止対策の「見える化」を後押しすることを目的として、
感染防止対策を PRするためのポスター（ひな形）を作成しました。
　１２種類の感染防止対策の図から、実施している対策を選んで、事業者独自の
ポスターを手軽に作成することができます。
作成したポスターを店頭に掲示していただくことで、事業者は感染防止対策の実施を
PRすることができ、利用者は感染防止対策の内容を見て、安心して利用することが
できます。ぜひ、ご活用ください。

◆利用の条件◆
・市内に店舗等を置く事業者であること
・使用申請書を提出すること
・使用申請書にチェックした項目の感染防止対策を実施していること
※申請書とポスターのデータは市ホームページから取得できます。
　詳細はホームページをご確認ください。（右のＱＲコードを参照）

問合先　新型コロナウイルス感染症対策室　☎ (21) ２１４７

☆パソコン上で、右側に
並んでいる図をドラッグ

　して、台紙の方に移す
　ことができます。

必要な図だけを好きな順番に
並べて、オリジナルのポスター　
を作成してください。

＜ポスター作製のイメージ＞


